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ラベルバンク新聞

　2023年9月4日、英国食品基準庁（FSA）
は「アレルゲン表示に関する情報技術ガ
イダンス」の最新情報を公表しました。
ガイダンスでは食品企業に対し、とりわ
け「予 防 的 ア レ ル ゲ ン 表 示（
Precautionary Allergen Label (PAL)）※」
の使用の見直しを推奨しています。
（※PALとは、「May Contain Nuts（ナッツが含
まれる可能性がある）」といった表示のこと
を指します）

　同ガイダンスは、企業の適切なアレル
ゲン表示の実効性をサポートする一方
で、アレルゲンをもつ消費者の食品選択
を不必要に制限しないことを目的に作
成されています。今回の最新版では、「不
使用」といった安全情報に関する表示と
PALを併用しないことや、「グルテン含
有成分不使用（No Gluten Containing 
Ingredient（NGCI））」表示に関する注意
事項などもあわせて情報提供がなされ
ています。

　PALについては、その他の国でも運用
に注意がなされているケースがありま
す。例えばシンガポール食品庁（SFA）で
は「PALの使用」について、「相互汚染に
関する徹底的なリスク評価を伴うこと」
「消費者の食品選択が制限されるため、
必要な場合にのみ行うこと」としていま
す。また同庁は、アレルゲンの相互汚染
のリスク評価に関する支援だけでなく、
相互汚染のレベルに応じた適切な予防
的アレルゲン表示が示唆するものとし
て、オーストラリア・ニュージーランド
のアレルゲン局が提供するVITAL（
Voluntary Incidental Trace Allergen 
Labelling）プログラムの参照を推奨して
います。

　そして国際的なガイダンスの策定で
すが、現在、コーデックス食品表示部会
でも予防的アレルゲン表示についての
議題が取り上げられています。「第105
回コーデックス連絡協議会」（農林水産
省）の「資料5-(2)　第 47 回 食品表示部
会（CCFL）主な検討議題」（2023年5月開

催）より、「第45回部会において（中略）予
防的アレルゲン又は注意表示（PAL）に
係るガイダンスを策定することで合意
した」「PAL 使用に係るガイダンス原案
については、FAO/WHO 合同専門家会議
による議論の結果を待って策定作業を
進める必要があるとされた」といった経
緯を確認することができます。（その他、
通常のアレルゲン表示の議題では木の
実類の範囲について個別品目が明記さ
れています）

　なお、日本では「May Contain ○○」に
あたるアレルゲンの可能性表示は禁止
されており、コンタミネーション防止対
策の徹底を図ってもなおコンタミネー
ションの可能性が排除できない場合は、
注意喚起表記（例：「本品製造工場では
○○を含む製品を生産しています。」）が
推奨されているところです（「食品表示
基準について」　別添 アレルゲンを含
む食品に関する表示　第1-3-（5）,（6））。

　海外のこうした動向を見ると、品目毎
の公定検査法と10㎍/gの閾値の設定、そ
して「判断樹」の運用など、日本のアレル
ゲン表示制度は世界的に見ても厳格で
あると、改めて気づくことができます。
食品の海外輸出の実務においては、日本
の制度を踏まえたうえで対象国との違
いを確認することが求められるといえ
ますので、国際的な動向を調査する際に
は、国内の制度についてあらためて確認
できる機会にもしていただくとよいの
では思います。

（川合）
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“分かりにくい食品表示を分かりやすく”
Making food labeling accessible for everyone.

「予防的アレルゲン表示（PAL）」について

gComply

世界中の基準情報データ
ベースから、対象国の根
拠文書（現地語&英語）を
簡単に検索

各国基準情報の検索システム

• PALは、分離や洗浄では十分に制御
できないアレルゲンの相互汚染の
リスクが避けられない場合にのみ
使用すること。
•「ナッツが含まれる可能性がある」
ではなく、「ピーナッツが含まれる
可能性がある」など、PAL が 14 種類
の主要アレルゲンのうちどれを指
すのかを明示すること。
•「ビーガン」表示がありながら、アレ
ルゲンとの相互汚染のリスクが特
定されている場合は、PALを組み合

わせて使用すること。
「不使用」といった安全情報に関す
る表示と「ビーガン」表示は、それぞ
れ異なる消費者に異なる情報を伝
えているため。

https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/fsa-publishes-updates-to-best-practice-guidance-on-food-allergen-labelling
https://www.sfa.gov.sg/food-information/food-allergens/food-labels
https://allergenbureau.net/industry-guidance/
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/105.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/attach/pdf/105-4.pdf#page=17
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230629_02.pdf#page=44
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230629_02.pdf#page=4
https://www.label-bank.co.jp/decernis_solutions/
https://www.label-bank.co.jp/blog/overseas/202311allergy
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A stumble may prevent a fall.
つまずきは、転落を防いでくれる

　　「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公
表されてから、およそ 1 年半が経過しました。ここで改めて
ガイドラインの概要と表示内容の確認方法についてまとめ
てみたいと思います。

ガイドラインの概要
　本ガイドラインは食品添加物の不使用表示に関して、消費
者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまと
めたものであり、食品添加物の不使用表示を一律に禁止する
ものではありません。食品関連事業者等が、食品表示基準第
９条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を
行う際に用いることができるものとされています。
　ガイドラインでは、注意すべき食品添加物の不使用表示が
10 の類型に分けられ、具体例と共に留意点がまとめられて
います。

食品添加物の不使用表示について
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　なお、実際の食品添加物の不使用表示が食品表示基準第９
条に規定された表示禁止事項に該当するか否かは、商品の性
質、一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の

今月のお気に入り言葉

執筆書籍 好評発売中です

ご購入はこちらの執筆書籍ページへ
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新訂2版 基礎からわかる

食品表示の法律・実務ガイドブック

食品メーカー様・販売業者様向けのリスク対応のバイブルと
して、2014年に出版、2019年に新訂された「基礎からわかる
新・食品表示の法律・実務ガイドブック」。ご好評につき、新訂2
版の発売です！弊社は、前回に引き続き、第2部と第3部を書
かせていただきました。

食品表示法とそれに関する各法律と実務について解説した、食品メーカ
ー・販売業者向けのリスク対応のバイブル。
食品表示の法律・実務について、規制動向と現場でのミス防止のポイント
をコンプライアンスの視点からまとめて解説。複雑な食品表示関連制度
をすぐに把握できます。ステップごとに実務を確認、社内の事故防止体制
づくりにも役立つヒントが満載です。

類型１：単なる「無添加」の表示
類型２：食品表示基準に規定されていない用語を使用し

た表示
類型３：食品添加物の使用が法令で認められていない食

品への表示
類型４：同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用し 

た食品への表示
類型５：同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食

品への表示
類型６：健康、安全と関連付ける表示
類型７：健康、安全以外と関連付ける表示
類型８：食品添加物の使用が予期されていない食品への

表示
類型９：加工助剤、キャリーオーバーとして使用されて

いる（又は使用されていないことが確認できな
い）食品への表示

類型 10：過度に強調された表示

対象となる内容などを基に、ケースバイケースで全体として
判断するものとされています。

実務上の確認方法
　実際にガイドラインの内容に沿ってどのように確認して
いけばよいのか悩まれる方も多いと思います。例えば、以下
のように大きく3つに分け、段階的に表示の見直しを進めて
いくことをおすすめします。
　① 類型 3、6、7、8、9に該当しないか
　② 類型1、2に該当せず、そのうえで4、5にも該当しないか
　③ 類型 9に該当しない確認ができており、かつレイアウト

を含め類型10にも該当しないか
　上記の流れで各類型との確認を進めることにより、表示の
見直しが行いやすくなるものと考えられますので、一つの方
法として参考にしていただければと思います。

今後について
　実際に表示の見直しを進めると、使用原材料に関する多く
の情報が必要であることに気づかれると思います。食品添加
物の不使用表示を継続する場合は、情報管理（特に加工助剤、
キャリーオーバー）に注意する必要があります。
　来年（令和６年）の3月末までに本ガイドラインを用いて
速やかに表示の見直しを行うことが求められていますので、
この機会に改めてガイドラインの内容について確認される
ことをおすすめします。なお、啓発チラシ・ポスターや 10 類
型イラストが別途公開されていますので、表示内容の確認時
には併せて目を通されるとよいと思います。

（清水）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_03.pdf#page=85
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/
https://www.label-bank.co.jp/column/book.html
https://www.label-bank.co.jp/blog/additive/202311additive

	23年11月第178号表.pdf
	23年11月第178号裏.pdf



